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西小路町会
西小路町1番8号、15～17号、2番～9番、
10番1号～28号（10号～14号を除く）、11～36番、
海岸町3丁目10番8号、11号、12号

可 奇数月第1日曜日 ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ×

沢町会 沢町全域、海岸町2丁目7、8番 否 毎月第2土曜日

回収日（午前9時まで）に決められた幹線道路沿いに排出しておく。
12月～3月は午前9時30分から実施。
回収日に回収車のスピーカーで案内し、町内を1周してから回収を開始する。
ダンボール・雑誌・紙パックはひもで縛って排出する。

○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ×

幕西町会 中央町1丁目4番、幕西町全域 否 毎月第1土曜日
回収日の午前9時までに自宅前に排出
ダンボール・雑誌・新聞はひもで縛る

○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ×

清水町町会 清水町2丁目1番～16番 可 毎週火曜日 清水町会館へ8時～16時までに、ひもで縛って排出。 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ×

幸町会 幸町全域 可 奇数月上旬
回収日午前8時30分までステーションに排出
牛乳パックは洗浄して開く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本町会 本町全域 否 奇数月最終土曜日

回収日の午後1時までに町内6カ所の資源ステーションに排出
◎全てひもで縛る　◎ビニール袋には入れない
【回収紙類下記の6種類に分別して下さい】
・ダンボール類はダンボールのみ
・ボール紙類はケーキの箱や工作紙など厚手の紙類
・新聞紙類は新聞紙、折込みチラシ、バラの紙、包装紙、コピー紙など
・牛乳パックは牛乳やジュースの紙パック、ダンボールなどと混ぜない
・本類①背表紙を四角く接着剤で固めたもの
　（辞典、画報、厚手のカタログなど）
・本類②背表紙が丸くホッチキスや針金などで止められたもの
　（週刊誌、小冊子、パンフレットなど）

○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栄町会 栄町全域 可 奇数月第3水曜日 回収日の午前9時まで家の前に排出 ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × ×

舟見町西部町会 舟見町1丁目全域 否 毎月第3土曜日
家の前に出しておく。午前9時から回収。
業者の都合により年間3回から4回は道営住宅の分も含めて午後に回収になる場合もある。

○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ×

山手町公園自治会
山手町1丁目全域、3丁目の一部
（市立病院、市立病院西部3丁目6,12番以外）

可 毎月第1火曜日

回収日午前9時までに排出。ダンボール、雑誌類はひもで縛る。
排出場所
　（1）2区の米谷宅下のごみステーション横
　（2）3区の調理学校下のごみステーション下
　（3）5区の町会物置前
　（4）8区の遠藤宅下のごみステーション横

○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ×

岩城民謡三味線教室 中央町全体 可 毎週金曜日 回収日の午前9時までに天勝（食堂）前に排出。 ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ×

港町老人クラブ松寿会
海岸町3丁目の7番～9番、11番～14番と5,番と10番の一部
西小路町1番～3番の一部
沢町3番の一部

可 毎月最終土曜日 午前8時まで自宅前の道路沿いへ。 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

舟見町中部町会婦人部 舟見町2丁目全域（舟見町中部町会） 可 偶数月の第2木曜日
各ごみステーションに正午迄に排出。
ダンボール（雑紙）はひもで縛る。
びん類は中をすすいで排出。

○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ×
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